
大阪市における
特別区の設置についての住民投票
５月１７日（日） 7:00～20:00

当該区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の
要件に該当する方 
①年齢要件：平成7年4月13日までに生まれた方
②住所要件：平成27年1月2日までに大阪市内へ転入し、その届

出をした方。
すでに市内の選挙人名簿に載っている方で、平成
27年4月13日までに市内で転居し届出をした方は、
新しい住所地で投票できます。

区役所４階　４０１会議室
区役所出張所１階
第１・２会議室

～５月１６日（土） 8:30～20:00まで

協定書の閲覧は区役所3階（区選挙管理委員会）でできます

投 票 日

期日前投票
できる方投 票

区選挙管理委員会　 4809-9626　 6327-1920

詳しくはおおさか掲示板　　　 をご確認ください3面

場　　所

日　　時

阪急淡路駅すぐ土・日・祝もやってます

19時～17時30分　　　　19時まで延長(一部窓口)　24日（日）9時～17時30分（一部窓口）※月曜などの休み明けは混雑します。毎週金曜の延長窓口などもご利用ください。
区役所総務課　3階31番　 4809-9625

開庁時間 金曜日

発行日／毎月1日（4月号は3月31日） 東淀川区役所は「前例がない」とは口にしません！！区役所は区民の役に立つ所、サービス業の意識を徹底します！！
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東淀川区ホームページ

広 報
区の面積 13.25㎢　
区の人口 175,018人
(男86,053人・女88,965人)
区の世帯数 93,963世帯
〈平成27年3月1日現在推計〉

」しぶこ「 花の区

東淀川区役所 検 索

東淀川区キャラクター
「こぶしの みのりちゃん」

駐輪場は気持ちよく利用したいですよね？
みんなが快適に自転車を出し入れできるよう、
利用者一人ひとりがきれいに並べて自転車をとめましょう。

チャリンコが危ない！自転車も車の仲間！

自転車そのものが危ないのではなく、
自転車+マナー違反が危ないのです！

　ドライバーが原因による交通事故も後をたちませんが、自転車利用
者のマナー違反が原因でも多くの交通事故が発生し、自転車利用者が
「加害者」となるケースも増えています。

　いいえ、思わぬ事故が起きてからでは遅いのです。自転車利用距離の
短い方、荷物の少ない方は歩くなど、皆さんのご協力をお願いします。

スペースがないから、きれいに並べてとめるなんて無理！

交通事故って自動車だけが悪いんちゃうの？

危険行為を繰り返す自転車利用者に
対して安全講習の受講を義務づけ！
（平成27年６月１日施行　道路交通法一部改正）
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区役所 市民協働課　１階９番　 ４８０９-９８１９

　いやいや、
●車道の右側通行
●信号無視
●一時停止をしない
●安全確認をしない
●ながら運転
これらも、危ない乗り方に
入ります！心当たりありませ
んか？ご注意を！

そんな危ない乗り方してへんし、
自分は関係ないよ！
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広告掲載枠


